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①塩崎大臣が決意表明
　先月号で紹介したように昨年
12月７日に28の医歯学会で構成
される禁煙推進学術ネットワー
クと日本医師会など５団体から
安倍首相と塩崎厚生労働大臣を
含む４大臣、五輪の会場となる７
都道県の知事に法律・条例で屋内
を禁煙とすることを求めた要望
書を提出しました。
　１月17日のニュースで、塩崎厚
生労働大臣がそのような法案を
１月20日から始まった国会に提
出する、というビッグニュースが
流れました（図１）。要望書が多少
なりとも貢献した、と思っていま
す。飲食店等からの反対意見は
きっとあるでしょう。法規制の
きっかけは五輪大会ではありま
したが、国民の健康のために屋内
禁煙化が必要、という観点で乗り
越えて欲しいと思います。

②施行まで１年間の周知期間が必要
　その数日後、「神奈川県公共的施設における受動
喫煙防止条例」を県知事として成立させ、現在は参
議院議員として活躍している松沢成文氏の事務所
から、法規制は「健康増進法の一部を改正する法律

案」として検討されている、という情報が寄せられ
ました（図２）。このような国民の生活に大きな影
響がある法律を施行する場合、公布から施行まで
１年間の周知期間がおかれます。
　2010年、世界保健機関（WHO）は“A Guide to 
Tobacco Free Mega Event”という冊子を作成し、
五輪大会やワールドカップ、万国博覧会など多く
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図１．法律による禁煙化を目指すことを発表する厚生労働大臣
（NHK NEWS WEBから）
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の人々が集まるメガイベントをタバコフリー（無
煙）で開催することを推奨しています。2019年の
ラグビーワールドカップにも受動喫煙防止法を間
に合わせるためには今国会で承認し、2018年を周
知期間としなければいけません。そのためには新
たな法律を作るよりも既存の健康増進法を有効に
活用することの方が現実的です。
　2003年に施行された健康増進法第25条には、す
でに飲食店等の利用者についても受動喫煙を防止
するために必要な措置をとることが明記されてい
ました。しかし、努力義務では実効性はありませ
ん。北京市のように違反した店舗には１万元（日本
の物価では40万円相当）の罰金を設定すればみん

な守ります。ぜひとも罰則つきの法律として改正
されることを期待しています。

健康増進法第二十五条
　学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、
展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店
その他の多数の者が利用する施設を管理す
る者は、これらを利用する者について、受動
喫煙（室内又はこれに準ずる環境において、
他人のたばこの煙を吸わされることをい
う。）を防止するために必要な措置を講ずる
ように努めなければならない。
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